
業務委託契約書（案） 

 

 

和歌山県（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）は、令和８年度和歌山県産業

イノベーション人材育成等に資する高等学校等教育改革促進事業計画作成支援業務委託（以下「委託

業務」という。）を実施するにあたり、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 本県における人口動態や産業構造等の将来予測を踏まえた、高校の教育改革を進めるため、

改革を先導する拠点となる学校等において実施する取組の検討に必要な情報の収集・調査・分析を

行い、資料のとりまとめを行うほか、事業計画の作成を支援することを目的とする。 

 

（信義誠実の義務） 

第２条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（委託業務の内容） 

第３条 甲は、次に掲げる委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。 

（１）委託業務の名称 令和８年度和歌山県産業イノベーション人材育成等に資する高等学校等教育

改革促進事業計画作成支援業務委託 

（２）委託業務の内容 別紙「仕様書」のとおり 

 

（委託期間） 

第４条 委託業務の委託期間は、契約締結日から令和８年７月３１日（金）までとする。 

 

（再委託） 

第５条 乙は、委託事業の一部を第三者に再委託することができる（以下「再委託先」という）。ただし、再

委託を行う場合は、乙は適切な再委託先を選定するよう努めるとともに、本契約により乙が負うのと

同等の義務を再委託先に課すものとする。 

２ 前項に基づき、乙が再委託を行う場合は、甲は当該再委託に伴う再委託先の行為をすべて乙の行為

とみなし、乙に対して本契約上の責任を問うことができる。 

 

（委託料） 

第６条 甲は、乙に対し委託料として、金 円（うち消費税額及び地方消費税額金

円）を支払うものとする。 

２ 乙は、委託料を委託業務以外の目的に使用してはならない。 

 

（実績報告） 

第７条 乙は、委託業務を完了したとき（委託業務を中止し、又は廃止したときを含む。）の翌日から

起算して１０日を経過した日又委託約期間満了日のいずれか早い日までに、委託業務の成果を記載し

た委託業務実績報告書を甲に提出しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定による委託業務実績報告書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めた

ときはこれを受理するものとする。 



（委託料の支払） 

第８条 乙は、前条の規定による受理がなされたときは、甲に対して委託料請求書を提出するものとす

る。 

２ 甲は、前項の規定によって委託料請求書の提出を受けたときは、これを検討し、適当と認めたとき

はこれを受理するものとする。 

３ 甲は、委託料請求書を受理したときは、その日から起算して３０日以内に、請求に係る委託料を乙

に支払わなければならない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、甲は、委託業務を実施するため必要があると認めるときは、乙が甲の 

定める前金払請求書により行う請求に基づき、委託料の全部又は一部の前金払いをすることができる。 

 

（違約金及び遅延利息） 

第９条 乙が、正当な理由なく第４条の委託期間内に業務を完了しないときは、契約金額に対し、期

限の翌日から業務を完了する日までの日数に応じて年３パーセントの割合で計算した違約金を甲

に支払うものとし、この違約金は甲が乙に支払う契約対価の支払の際これを徴収するものとする。 

２ 甲が、正当な事由なく、前条第３項による支払期限を遅延したときは、支払金額に対し、期限到

来の日の翌日から支払いを行う日までの日数に応じて年２．５パーセントの割合で計算した遅延利

息を乙に支払うものとする。 

３ 違約金又は遅延利息の額が１００円未満であるときは甲乙共に支払うことを要せず、１００円未

満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。 

 

（委託業務の調査等） 

第 10 条 甲は、必要と認めるときは、委託業務に関して乙に説明若しくは報告を求め、又は調査若し

くは指示をすることができるものとする。 

 

（委託業務内容の変更等） 

第 11 条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一部中止させること

ができるものとする。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙

協議して書面によりこれを定めるものとする。 

２ 乙は、委託業務について仕様書等の不備、不測の支障の発生、その他正当な理由があるときは、

理由を記した書面により直ちに甲に対し委託業務の内容の変更を請求することができるものとす

る。この場合において、契約事項を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。 

 

（委託料の減額） 

第 12 条 甲は、乙が委託業務の一部を執行しなかったときは、本契約における委託料を減額すること

ができる。 

 

（甲の催告による解除権） 

第 13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催促し、

その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時に

おける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

また、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わない。 

（１）履行期限内に完了しないとき又は履行期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められる

とき。 



（２）正当な理由なく、第 32 条第１項の履行の追完がなされないとき。 

（３）前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。 

 

（甲の催告によらない解除権） 

第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この

場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わない。 

（１）乙が甲の承諾なく本契約により得た権利又は義務を他人に委任又は譲渡したとき。 

（２）債務の全部の履行が不能であるとき。 

（３）乙が本契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（４）乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に

表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

（５）契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したと

き。 

（６）前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約した目的

を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

 

（甲の責めに帰すべき事由による解除権） 

第 15 条 前二条各号に掲げる事項が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条

の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（暴力団等排除に係る契約解除） 

第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場

合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその責を負わないものとする。 

（１）役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若し

くは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）であると認められるとき。 

（２）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

（５）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

２ 前項の規定により本契約が解除された場合においては、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額

の変更があった場合には、変更後の契約金額。）の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲が指定

する期限までに支払わなければならない。 

３ 第１項の規定により本契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の

提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することが

できる。 



（不正行為に係る契約解除） 

第 17 条 甲は、乙が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することが

できる。 

（１）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第 49 条の規定による排除措置命令を

行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第６２条第１項の規定による納付命

令を行い、当該納付命令が確定したとき。（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の

規定により取り消された場合を含む。） 

（３）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次号において同じ。）につい

て刑法（明治 40 年法律第 45 号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第 

１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

（４）乙について刑法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

 

（不正行為に係る賠償の予約） 

第 18 条 乙は、本契約に関して前条第１号から第３号までのいずれかに該当するときは、甲が契約を解

除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合

には、変更後の契約金額。次項において同じ。）の 10 分の３に相当する額を甲が指定する期限まで

に支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

（１）前条第１号又は第２号に該当する場合であって、不公正な取引方法（昭和 57 年公正取引委員会

告示第 15 号）第６項に規定する不当廉売に該当するとき。 

（２）前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要があると認めるとき。 

２ 乙は、本契約に関して、前条第３号に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が

契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、前項に規定する額のほか、契約金額の 100 分の 5 に

相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 

（１）前条第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用が

あるとき。 

（２）前条第３号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかに

なったとき。 

３ 甲は、甲に生じた実際の損害額が第１項及び第２項に規定する賠償金の額を超える場合においては、

乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

４ 前３項の規定は、乙が契約を履行した後においても適用する。 

 

（乙の催告による解除権） 

第 19 条 乙は、甲が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催促し、その期間内に履

行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の

不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

 

（損害賠償の義務） 

第 20 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本契約の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する

損害を発生させた場合は、乙は甲に対して、その損害を賠償しなければならない。また、第三者に与

えた損害の賠償については、乙が自らの責任において一切を解決しなければならない。 



（賠償金等の徴収） 

第 21 条 甲は、乙がこの契約に基づく賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、そ

の支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から提供料支払の日まで年３．０パーセントの割合

で計算した延滞金及びその支払わない額を甲の支払うべき提供料から相殺し、なお不足を生ずるとき

には、さらに請求することができる。 

２ 前項の不足する額を請求する場合には、甲は乙から遅延日数につき年３．０パーセントの割合で計

算した延滞金を請求することができる。 

 

（機密保持） 

第 22 条 乙は、委託業務の実施によって知り得た機密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事

項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。本契約が終了し、又は解除された後におい

ても同様とする。 

 

（情報資産の保護対策） 

第 23 条 乙は、甲の承諾なくして、情報資産を複製してはならない。 

２ 乙は、本契約終了後又は甲の要請があったときは、業務に関する情報資産を甲へ返却しなければな

らない。 

３ 乙は、甲の了解を得て業務に関する情報資産を廃棄するときは、情報漏えいがないよう厳重なる注

意をもって廃棄しなければならない。 

 

（個人情報の取扱） 

第 24 条 乙は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別紙「個人情報取扱特記

事項」を遵守しなければならない。 

 

（情報セキュリティに関する特記事項の遵守） 

第 25 条 乙は、別紙「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（情報セキュリティ事故） 

第 26 条 乙は、情報セキュリティ事故が発生したときは、直ちにその状況を甲に通知し、適切な措置

をとらなければならない。また、調査結果を遅延なく甲に報告しなければならない。 

 

（情報セキュリティ監査） 

第 27 条 甲は、甲の情報資産に係る乙の管理実施状況について、乙の施設内において随時、調査でき

るものとする。 

２ 甲は、乙が、甲の承諾を得て委託業務の一部を再委託するときは、甲の情報資産に係る乙の管理実

施状況について、再委託先の施設内において随時、調査できるものとする。 

 

（情報セキュリティに関する教育） 

第 28 条 乙は、委託業務を執行する従業員に対し、情報セキュリティに関する教育を実施しなければ

ならない。 

２ 乙は、甲の承諾を得て委託業務の一部を再委託するときは、委託業務を執行する再委託先の従業員

に対し、情報セキュリティに関する教育を実施しなければならない。 



（知的財産権の保護） 

第 29 条 乙は、業務の執行に関して、第三者が権利を有する著作物（以下、「既存著作物」という。）

が含まれているときは、当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用承諾契約に係る一切の手続き

を行わなければならない。この場合において、乙は、当該契約等の内容について事前に甲の承諾を得

ることとし、甲は、既存著作物について、当該許諾条件の範囲内で使用するものとする。 

２ 委託業務の執行に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じたときは、当該紛争

の原因が甲の責めに帰する場合を除き、乙の責任及び負担において一切を処理するものとする。この

場合、甲は、当該紛争等の事実を知った時は、乙に通知し、乙は、必要な範囲で訴訟上の防衛を甲の

ために講じなければならない。 

 

（成果物の開示及び著作権等の帰属） 

第 30 条 乙は、成果品（業務の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写

させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。 

２ 本契約の履行により生じた著作権及び意匠権等のすべての権利は甲に帰属するものとする。 

３ 乙は、成果物に関して、甲に対して、自ら著作者人格権（著作権法第１８条～第２０条）を行使せ

ず、また乙の従業員に著作者人格権を行使させないものとする。 

 

（書類の保管等） 

第 31 条 乙は、この委託業務の経費に関する出納を明らかにする帳簿を備え、支出額を費目毎に区分

して記載するとともに、甲の請求があったときは、いつでも提出できるよう、その支出を証する書類

を整理し、委託業務を実施した翌年度から５年間保管しておくものとする。なお、請求書等の保管に

ついてはインボイス制度を踏まえ、適切に対応すること。 

 

（契約不適合責任） 

第 32 条 甲は、完了した契約業務が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以

下「契約不適合」という。）であるときは、乙に対し、当該業務の修補、代替物の引渡し又は不足分

の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するもの

でないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

２ 前項の契約不適合が、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は履行の追完を請求す

ることができない。 

３ 第１項の場合において、甲が相当の期間を定めて乙に対して履行の追完の催告をし、その期間内に

履行の追完がないときは、甲は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することがで

きる。ただし、履行の追完が不能であるとき又は乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に示したとき

は、甲は催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。 

４ 契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約金額

の減額の請求をすることができない。 

 

（契約不適合責任期間） 

第 33 条 乙が契約不適合の業務を完了した場合において、甲がその契約不適合（数量に関する契約不

適合を除く。）を知ったときから１年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その契約不適合

を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をするこ

とができない。ただし、乙が完了のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったと

きはこの限りではない。 



（契約に定めのない事項等の取扱い） 

第 34 条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議のうえ決定する

ものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第 35 条 本契約に関して発生した紛争については、和歌山地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とす

る。この契約の締結を証するため、当該契約書を２通作成し、甲乙両者押印の上、各自１通を保有す

る。 

 

令和８年 月 日 

 

 

甲 和歌山県和歌山市小松原通一丁目１番地 

和歌山県知事 

                  宮﨑 泉 

 

乙 


